
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  減価償却費の計上                     

Ｑ：減価償却費の取扱いは、法人と個人と

で違いがあるそうですが、どのように違うの

ですか？                                         

                                              

Ａ：法人は任意償却、個人は強制償却とな

っています。 

【解説】 

減価償却費とは、固定資産の取得価額を使

用可能期間にわたって費用配分する手続きを

いいますが、法人と個人ではその取扱いが違

っていますので注意してください。 

 ①法人 

 法人税では、減価償却費の計上は任意となっ

ており、損金経理をした金額のうち、償却限

度額に達するまでの金額が損金になるとして

います。損金経理とは、確定した決算におい

て費用又は損失として経理することをいいま

すので、たとえば、確定した決算において償

却不足があったとしても、その差額は切捨て

られることになり、後から更正の請求をして

差額を計上するということは認められません。 

 ②個人 

 所得税では、減価償却費の計上は強制償却に

なっています。法人のように償却限度額もあ

りませんし、損金経理要件もありませんので、

所得税法で定められた方法により計算した減

価償却費を計上することになります。したが

って、たとえば、計算違いで減価償却費の金

額が不足していたという場合には、更正の請

求をして、税金の還付を受けるということが

認められます。 
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